第８回山頭火ふるさと館フォトコンテスト募集要項

１　趣旨
山頭火の句をテーマにした写真を募集します。お好きな山頭火の句を選び、それに合う写真を撮影、句と一緒にご応募ください。応募作品は審査員により賞を決定します。受賞及び入選作品は後日表彰式を行い、当館に展示します。

２　募集要項
　　①プリント部門　②メール部門
（１）作品規格
　　①②共通
・山頭火の句をテーマにしていること。
・２０２５年以降に撮影された未発表の写真で、撮影者と応募者が一致していること。他者の名前で応募したものは無効とする。
・応募数はプリント部門とメール部門合わせて一人３枚まで。ただし部門ごとに一人一賞とする。
・山頭火の句、一句に対し写真１枚とし、組み写真は不可。
①のみ
　・サイズは四つ切ワイド（254ｍｍ×366ｍｍ）以内とする。
・山頭火の句、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、年齢、撮影年、撮影地（任意）、コメント・備考（任意）を記した応募票を添付する。下線部の記入漏れがある場合は無効とする。
※応募票は山頭火ふるさと館受付及びホームページからダウンロード、または任意の用紙。
②のみ
　・画像ファイルは３MB以内とする。
　　※写真は当館が無料プリントするが、サイズは一律L判とする。
（２）応募方法
①②共通
令和８年４月１日（水）～１０月３１日（土）【作品必着】
　の場合
　　・応募作品１点につき１枚の応募票に必要事項を明記の上、写真に添えて山頭火ふるさと館宛に送付または持参。
　　※応募票をダウンロードする場合
ホームページ http://hofu-santoka.jp/→（企画展・イベント）→応募票
応 募 先　〒７４７－００３２　山口県防府市宮市町５番１３号
　　　　　　山頭火ふるさと館「フォトコンテスト」係
　受付時間　９：００～１７：００　毎週火曜休館
　　の場合
　　・当館メールアドレスinfo@hofu-santoka.jpに画像ファイルを添付しメールする。
　　・メールの件名は「山頭火ふるさと館フォトコンテスト」とする。
　　・メール本文には山頭火の句、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、年齢、ファイルサイズ、撮影年、撮影地（任意）、コメント・備考（任意）を記入すること。下線部の記入漏れがある場合は無効とする。
（３）その他
　　・未発表作品であること。
　　・応募作品が他のコンテストでの受賞及び入選、印刷物や展覧会などで公表されていることが判明した場合、主催者は受賞及び入選を取り消すことができる。
　　・生成AIを使用した作品の応募は認めない。生成AIを使用した作品であると判明した場合、主催者は受賞及び入選を取り消すことができる。
・公序良俗に反する作品は無効とする。
・応募作品は原則として返却しない。また額装は自由だが返却はしない。
・他者の権利侵害とならないよう配慮すること。
・本大会の入賞作品について、冊子などの紙媒体やインターネット媒体(公式のSNS等)で紹介することがある。その際は氏名を記載する。要望がある場合は当館まで問い合わせること。

３　出品料　無料 （ただし、応募にかかる郵送料・通信料等は応募者の負担）

４　著作権等の取り扱い
（１）応募作品の著作権は出品者に帰属するが、受賞及び入選した作品は主催者が催す展覧会、制作する作品集、パンフレットなどに優先的に使用する権利を主催者が２年に限り保有する。
（２）人物を撮影した場合は、本人（高校生以下の場合は保護者）の了承を得ること。
（３）他者の著作権等に関するトラブルについて主催者は責任を負わない。

５　審査
　　坂井譲（防府市美術連盟）、入江孝治（防府日報）、櫻井宏明（桜井写真店）、当館館長（山頭火ふるさと館）により厳正に審査。

６　受賞等
最優秀賞　２名（各部門１名）　賞状・記念品
　　優秀賞　　４名（各部門２名）　賞状・記念品
　　佳作　　　６名（各部門３名）　賞状・記念品
　　入選　　１０名程度（各部門５名）　賞状

７　表彰式
日時：令和８年１２月５日（土）午後２時～（１時間程度）（予定）
場所：山頭火ふるさと館　ふるさと展示交流室 

８　展示
　　期間：令和８年１２月６日（日）～令和９年１月上旬
　　場所：山頭火ふるさと館　市民ギャラリー

９　その他
　・寄せられた個人情報は、本事業に関する用途のみに使用します。
　・選考結果は受賞者及び入選者にのみご連絡します。

１０　主催
　　（一社）防府観光コンベンション協会　山頭火ふるさと館

１１　後援
　　　防府市、防府市教育委員会、防府市文化協会

１２　問い合わせ　山頭火ふるさと館
　　　〒７４７－００３２　山口県防府市宮市町５番１３号
　　　TEL　０８３５－２８－３１０７　　FAX　０８３５－２８－３１１３
　　　受付時間　９：００～１７：００　　休館日　毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）
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